
：令和元年１０月改定個所

津市介護予防・日常生活支援総合事業の
算定構造

（令和元年１０月施行版）

１ 介護予防訪問型サービス (独自）

２ 生活支援訪問サービス （緩和基準Ａ）

３ 短期集中専門訪問サービス

４ 介護予防通所型サービス （独自）

５ 生活支援通所サービス （緩和基準Ａ）

６ 短期集中専門通所サービス

７ 介護予防ケアマネジメント



１　【介護予防訪問型サービス】

（1）生活機能向上連携加算（Ⅰ）

　（１月につき＋１００単位）

（2）生活機能向上連携加算（Ⅱ）

　（１月につき＋２００単位）

（1）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

　（１月につき＋所定単位×６３/１０００）

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

　（１月につき＋所定単位×４２/１０００）

支給限度額の算定項目

注
所定単位は、イからリま
でにより算定した単位
数の合計

特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供
加算、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

中山間地域等
における小規
模事業所加算

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

+15/100 +10/100 +5/100

チ　初回加算　　（１月につき＋２００単位）

要支援２
　週２回を超える程度の訪問型サービス
１月につき　３，７１５単位
１日につき１２２単位　（日割）

事業対象者・要支援１・２
　週１回程度の訪問型サービス
（１回につき　２６７単位）
１月の中で４回までのサービスを行った場合

ル　介護職員等特定処遇改善加算

注

事業対象者・要支援１・２
　週１回程度の訪問型サービス
１月につき　１，１７２単位
１日につき３９単位（日割）

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
１月につき＋所定単位×１３７/１０００

ヌ　介護職員処遇改善加算

　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
１月につき＋所定単位×１００/１０００

　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
１月につき＋所定単位×５５/１０００

　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
１月につき＋ の×９０/100

ト　介護予防訪問型サービス
　　（短時間サービス）

注
所定単位は、イからリま
でにより算定した単位
数の合計

注

イ　介護予防訪問型サービス（Ⅰ）

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者２０人
以上にサービ
スを行う場合

×90/100

事業対象者・要支援１・２
　週２回程度の訪問型サービス
（１回につき　２７１単位）
１月の中で８回までのサービスを行った場合

要支援２
　週２回を超える程度の訪問型サービス
（１回につき　２８６単位）
１月の中で１２回までのサービスを行った場合

事業対象者・要支援１・２
　２０分未満の訪問型サービス
（１回につき　１６６単位）
事業対象者・要支援１　　　　１４回まで
要支援２　　　　　　　　　　　　２２回まで

ロ　介護予防訪問型サービス（Ⅱ）

ハ　介護予防訪問型サービス（Ⅲ）

リ　生活機能向上連携加算

特別地域加算

　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
１月につき＋ の×８０/100

基本部分

注 注

二　介護予防訪問型サービス（Ⅳ）

ホ　介護予防訪問型サービス（Ⅴ）

へ　介護予防訪問型サービス（Ⅵ）

事業対象者・要支援１・２
　週２回程度の訪問型サービス
１月につき　２，３４２単位
１日につき７７単位　（日割）



２　【生活支援訪問サービス】

支給限度額の算定項目

事業対象者・要支援１・２
　週２回程度の訪問型サービス
　１月に９回まで　　　１回につき　　２４４単位

ハ　生活支援訪問　（Ⅲ）

要支援２
　週２回を超える程度の訪問型サービス
　１月に１４回まで　　　　　１回につき　　２５７単位

二　生活支援訪問・短時間
（Ⅳ）

事業対象者・要支援１・２
　（２０分未満）       　１回につき１４９単位
事業対象者・要支援１　１月につき　　　　１５回まで
要支援２　　１月につき　　　　２５回まで

チ　初回加算　　（１月につき＋２００単位）

基本部分

注

事業所と同一
建物の利用者
又はこれ以外
の同一建物の
利用者２０人以
上にサービスを
行う場合

イ　生活支援訪問　（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・２
　週１回程度の訪問型サービス
　１月に４回まで
　　　　　　　　　　　　１回につき　　２４０単位

×90/100

ロ　生活支援訪問　（Ⅱ）



３　【短期集中専門訪問サービス】

支給限度額の算定項目

５２２単位

基本部分

事業対象者・要支援１ ・２         １月につき２０回まで

※ 利用料金は定額 １回につき ４００円

（ 介護保険負担割合関係なし ）



４　【介護予防通所型サービス】

事業対象者・要支援１　週１回程度　４回まで

事業対象者・要支援１（週１回程度）

要支援２（週１回程度）

要支援２（週２回程度）

事業対象者・要支援１（週１回程度）

要支援２（週１回程度）

要支援２（週２回程度）

事業対象者・要支援１（週１回程度）

要支援２（週１回程度）

要支援２（週２回程度）

リ　生活機能向上連携加算 （1月につき200単位を加算）

ヌ　栄養スクリーニング加算 （１回につき5単位を加算）（6月に1回を限度）

ヲ　介護職員等特定処遇改善加算

注
所定単位は、イからヌまで
により算定した単位数の
合計

（1）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

　（１月につき＋所定単位×１２/１０００）

（２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

　（１月につき＋所定単位×１０/１０００）

-376単位

－752単位

-376単位

-752単位

注
所定単位は、イからヌまで
により算定した単位数の
合計

チ　サービス提供体
制強化加算

ト　事業所評価加算　　　　　　　　　　　　　　　　１月につき１２０単位を加算

　サービス
提供体制強化
加算（Ⅰ）イ

４８単位

４８単位

要支援２　週２回程度（１日につき・日割）

３，３９３単位

１１２単位

７２単位

１４４単位

　サービス
提供体制強化
加算（Ⅱ）

栄養改善及び口腔機能向上

要支援２　週２回程度（１月につき）
イ　介護予防通所
型サービス

３８０単位

３９１単位要支援２　週１回から２回程度　８回まで

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算及び介護職
員等特定処遇改善加算は、支給限度額管理の対象外の算定項目

運動器機能向上及び栄養改善

　　　（１月につき　４８０単位を加算）

運動器機能向上及び口腔機能向上

　　　（１月につき　４８０単位を加算）

７２単位

ル　介護職員処遇改善加算

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
１月につき＋所定単位×５９/１０００

　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
１月につき＋所定単位×４３/１０００

　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
１月につき＋所定単位×２３/１０００

　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
１月につき＋ の×90/100

　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
１月につき＋ の×８0/100

１月につき１５０単位を加算ホ　口腔機能向上加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　サービス
提供体制強化
加算（Ⅰ）ロ

９６単位

２４単位

２４単位

事業所と同一
建物に居住す
る者又は同一
建物から利用
する者に介護
予防通所型
サービスを行う
場合

又
は

事業対象者・支援１　　週１回程度（１月につき）

事業対象者・支援１　　週１回程度（１日につき・日割）

１，６９６単位

５６単位

要支援２　週１回程度（１月につき）

要支援２　週１回程度（１日につき・日割）

１，６５５単位

５４単位

注

×70/100 ×７0/100 ＋５/100
１月につ
き＋240
単位

注

利用者の数が
利用定員を超
える場合

看護・介護職
員の員数が基
準に満たない
場合

中山間地域等
に居住する者
へのサービス
提供加算

若年性認知症
利用者受入加
算

　　　（１月につき　７００単位を加算）

支給限度額の算定項目

基本部分

注 注 注

へ　選択的サービ
ス複数実施加算

　選択サービス複
数実施加算（Ⅰ）

　選択的サービス
複数実施加算（Ⅱ）

４８単位

※ただし、運動器機能向上加算を算定している場
合は、１月につき+100単位

１月につき１００単位を加算ロ　生活機能向上グループ加算　　　　　　　　　　　　　　　　

１月につき２２５単位を加算

１月につき１５０単位を加算二　栄養改善加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハ　運動器機能向上加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　（１月につき　４８０単位を加算）

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上



介護職員の員数
が基準に満たな
い場合

２時間以上
５時間未満
５回まで

５時間以上
４回まで

２時間以上
５時間未満
１０回まで

×７７／100

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に
生活支援通所
サービスを行う
場合

基本部分

注 注

二　生活支援
通所サービス
（Ⅳ）

要支援２
１回につき　３１３単位
1月につき１０回まで

事業対象者・要支援１
１回につき　３０４単位
１月につき５回まで

事業対象者・要支援１
１回につき　３４２単位
１月につき４回まで

要支援２
１回につき　３５２単位
１月につき９回まで

５　【生活支援通所サービス】

注

イ　生活支援
通所サービス
（Ⅰ）

ロ　生活支援
通所サービス
（Ⅱ）

ハ　生活支援
通所サービス
（Ⅲ）

×70/100 ×７0/100

又は

５時間以上
９回まで

利用者の数が利
用定員を超える
場合

参考・ 生活支援通所サービス定員超過の減算方法

※１ 同一建物減算を算定する場合で、

人員欠如・定員超過となる時の事業費の請求

については、お問合せください。



６　【短期集中専門通所サービス】

支給限度額の算定項目

送迎を行
わない場
合

片道につき
-５単位

基本部分

事業対象者・要支援１・要支援２　１回９回まで ４３６単位

注

※ 利用料金は定額 （送迎の有無に関わらず）
１回につき ３５０円（介護保険負担割合関係なし）



７　【介護予防ケアマネジメント　】

ロ　初回加算
＋３００単位

【介護予防ケアマネジメントＡ】 【介護予防ケアマネジメントＢ】 【介護予防ケアマネジメントＣ】

＋３００単位

イ　介護予防ケアマネジメント（１月につき）

３８７単位

（原則的）

＋３００単位

イ　介護予防ケアマネジメント（１月につき）

４３１単位

＋３００単位
ロ　初回加算

ハ　介護予防小規模多機能型居宅介
護事業所連携加算

（簡略） （初回のみ）

基本部分

イ　介護予防ケアマネジメント（１月につき）

４３１単位

ハ　介護予防小規模多機能型居宅介
護事業所連携加算


